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術－９
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師用）
	出 張 施 術 業 務 休 止（再 開・廃 止）届

	　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年　　月　　日
　熊本県　　　保健所長　様

[bookmark: _GoBack]　下記のとおり出張施術業務を休止（再開・廃止）したので、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律第９条の３の規定により届出をします。
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